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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、株主、顧客、取引先、社員、社会等のすべてのステークホルダー(利害関係者)から信頼を得ることが企業価値を持続的に向上させると
考えております。そのため効率性と透明性の確保された組織運営は必要不可欠であり、コーポレート・ガバナンスの強化に対する取組みが重要で
あると考えております。

　更に、当社は第一種金融商品取引業者として、積極的にコンプライアンス体制の構築に努め、法令、定款及び当社諸規程の遵守を図るべく内部
統制機能の充実を図っております。

　また、今後もステークホルダーの信頼を得るためにコーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに迅速かつ適切な情報開示を行ってまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

2021年6月の改訂後のコードに基づき記載しています。

【補充原則１－２④　議決権の電子行使のための環境整備】

　本報告書提出時点においては、当社における海外の投資家比率等を勘案し、株主総会については、招集通知の英訳や議決権の電子行使プラ
ットフォームを採用しておりません。

　今後につきましては、機関投資家や海外投資家の持株比率の推移等を踏まえ、必要に応じ対応を検討してまいります。

【補充原則２－４①　中核人材の登用等における多様性の確保】

　当社は、多様性の確保について、能力や適性等、総合的に判断する管理職登用方針により、性別・国籍・採用ルートの制約は一切設けておりま
せん。その結果、当社では従業員の９割が中途採用者であり、また、女性管理職の割合も42%（管理職19名中８名）となっております。現在、管理
職に外国人はおりませんが、当社においては引き続き女性や外国人、中途採用者の登用による人材の多様性の確保を維持してまいります。

　また、中長期的な人材育成計画と社内環境整備方針については、今後検討を進めて参ります。

【補充原則３－１②　海外投資家の比率を踏まえた英語での情報の開示・提供の推進】

　当社は、現在の海外投資家の持株比率を勘案し、各種の開示資料等について英語での情報の開示・提供は行っておりません。今後、海外投資
家の保有比率を踏まえて、必要に応じ英語での情報開示への対応を検討してまいります。

【補充原則３－１③　サステナビリティへの取り組み】

　当社は、国際NGOワールド・ビジョン・ジャパン等とともに、子どもたちの健やかな成長を目指して、学校建設プロジェクトに参加するなどのサステ
ナビリティへの取組を行っておりますが（https://hirose-fx.co.jp/ir/csr/）、当社の持続的な成長のためのサステナビリティ等への取り組み指針の
情報開示については、指針策定の進捗状況を鑑みて検討してまいります。

　また、人的資本や知的財産への投資等についても、積極的に開示するよう検討してまいります。

【補充原則４－１②　中期経営計画の公表】

　当社は、金融商品取引業を営んでおり、当社グループの業績は外国為替の為替変動率やマーケット環境に大きく影響を受け、予測を行うことが
困難であるため、中期経営計画の公表を行っておりません。

　なお、通期実績と前年実績の乖離に関する原因分析は定期的に行っており、必要に応じて適時開示等を通じ株主を含むステークホルダーに対
し、開示・説明を行っております。

【補充原則４－１③　最高経営責任者等の後継者計画】

　現在、当社では、代表取締役社長の年齢等を踏まえ、喫緊の課題として後継者の育成について取締役会で具体的な議論は行っておりませんが
、今後必要に応じて、適宜後継者計画の立案について検討してまいります。

【補充原則４－２①　中長期的な業績と連動する報酬】

　取締役の報酬については、株主総会にて承認された報酬総額の範囲内で、業績、個人の貢献度等を総合的に勘案し、「役員報酬規程」に基づ
き、取締役会にて決定しております。中長期的な業績と連動する報酬や、報酬全体の割合や構成などについては、今後議論を進めてまいります。

【補充原則４－２②　サステナビリティ】

　当社は、現時点では中期的な企業価値の向上の観点から、自社のサステナビリティを巡る取り組みについて基本的な方針を定めておりません。

　また、人的資本への経営資源配分や事業ポートフォリオに関する戦略についても今後検討してまいります。

【補充原則４－10①　独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言】

　当社は、取締役の指名・報酬に関する任意の諮問委員会を設置しておりません。当社では、取締役の選任に係る株主総会の議案を決定するに
際して、監査等委員会における候補者の当否についての審議も経たうえで、取締役会において当該審議結果を踏まえた十分な審議を行い、候補
者を決定することとしております。また、社内取締役の報酬の決定に際しましても、役位・在任期間等を考慮した基準に従い、監査等委員会におけ
る各取締役の報酬の妥当性についての審議も経たうえで、取締役会において当該審議結果を勘案して決定することとしております。当社は、こうし
た現行の仕組みが適切に機能していると考えております。



【補充原則４－11③　取締役会の実効性評価】

　当社の取締役会は、専門的知識と豊富な経験を有した人物で構成されていること、また出席者の発言状況や審議時間等から取締役会の実効
性は保たれていると判断しておりますが、取締役会の実効性の分析・評価方法や、結果の開示につきましては、今後検討してまいります。

【原則５－２　経営戦略や経営計画の策定・公表】

　当社の具体的な経営戦略と目標とする経営指標等については、毎年、有価証券報告書にて公表しているほか、株主通信などを通じて株主に対
して説明を致しております。

　なお、中期経営計画については公表を行っておりませんが、その理由は補充原則４－１②において記載したとおりです。

【補充原則５-２①　経営戦略や経営計画の策定・公表】

　当社では、事業内容や経営戦略、経営方針等について有価証券報告書に記載しておりますが、【原則5-2】に記載のとおり、中期経営計画は公
表しておらず、事業ポートフォリオの基本方針等についても説明は行っておりません。

　事業ポートフォリオに関する基本的な方針は、経営環境等も慎重に見極めながら、今後検討を進めてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

2021年6月の改訂後のコードに基づき記載しています。

【原則１－４　政策保有株式】

　当社は、政策保有株式を保有しておりません。また、現時点において保有する予定もありません。今後の経営戦略上、当該株式を保有する必要
が生じた場合には、その取得及び保有の方針と議決権の行使に係る基準等を定め、適切に開示するとともに、取得後も毎年取締役会で、保有目
的の適否や保有に伴うリスクが資本コストに見合っているか等について検証して参ります。

【原則１－７　関連当事者間の取引】

　当社は、「関連当事者取引管理規程」において、当社または当社の連結子会社と取締役または主要株主等との利益相反取引について、取締役
会にて事前承認を得ることとしております。また、当社及び当社の重要な子会社を含む役員に対して、関連当事者間取引の有無について確認す
る調査を定期的に実施する等、関連当事者間の取引についての監視体制を確保しております。

【原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社においては、本報告書の更新日現在、企業年金制度は採用しておりません。

【原則３－１　情報開示の充実】

（ⅰ）企業の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

企業理念につきましては、当社ホームページにて公表しております。以下のURLをご参照ください。

　https://hirose-fx.co.jp/ir/company/philosophy.html

中長期的な会社の経営戦略

　当社グループでは、顧客ニーズの素早い把握・実現、取引システムの安定稼働、他社との差別化を図ったブランディング力の強化及びホワイトラ
ベルの提供等による収益源の多様化等により安定した収益の確保を図りつつ、顧客が投資を行いやすいように、厳選されたキャンペーンを実施し
てまいります。更に、海外子会社を中心に世界市場の開拓を行い、世界的にも顧客基盤の拡充を図ってまいります。また、内部管理体制の強化
や社内コンプライアンス研修の充実により、顧客ニーズを反映させたサービス提供ができる社内体制を構築してまいります。

（ⅱ）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

上記Ⅰ-１（基本的な考え方）をご参照ください。

（ⅲ）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き

　当社は、取締役会における取締役の報酬決定に当たっての方針と手続きを定めております。詳細につきましては、当社の有価証券報告書「役員
の報酬等」において記載しております。

　https://hirose-fx.co.jp/ir/library/securities.html

　なお、各取締役の報酬額については、監査等委員会にてその妥当性を審議しております。

（ⅳ）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き

　当社の取締役（監査等委員を除く）の指名・選任を行うに当たっては、豊富な経験やこれまでの実績及び見識、管掌部門における高度な専門性
を有しているか否かを総合的に判断しております。

　監査等委員である取締役については、会計を含む当社業務全般の監査に必要な知識・経験を有すること等を選任基準としています。また、監査
等委員のうち社外取締役については、取締役会において独立した立場から適切な助言と監督を行うことができること等を選任基準としています。

　なお、各取締役の選任にあたっては、監査等委員会にてその当否について審議しております。

　また、経営陣幹部を含む取締役の解任につきましては、当該取締役がその機能を十分発揮していないと認められる場合、及び法令・定款等に違
反し当社グループに多大な損失等を与える等、客観的に解任が相当と判断される場合に解任する方針としております。

（ⅴ）取締役が上記（ⅳ）を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の個々の選解任・指名についての説明

野市　裕作

　創業時より当社の事業全般に携わり、管理部長、広報部長といった要職を歴任し、2012年からは、海外のグループ会社の取締役として海外事業
にも携わり、当社グループ会社の事業全般に精通しております。このような経験と実績、また、機動力に富む人物であることから、2019年４月より、
代表取締役社長に就任しております。当社グループの事業展開の加速化と、中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができる
と判断したため取締役として選任しております。

衣川　貴裕

　創業時より当社の事業全般に携わり、2008年２月からは取締役内部管理部長として当社のリスク管理及び企業価値の向上に努めております。
また、海外の当社グループ会社の取締役として海外事業にも携わり、当社グループ会社の事業全般に精通しております。2015年６月には専務取
締役に就任しており、専門性の高い知識と経験を生かし、当社の中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断した
ため取締役として選任しております。



友延　雅昭

　創業時より当社の事業全般に携わり、2008年６月からは常務取締役として、経営の重要な意思決定及び業務執行に対する監督機能を適切に果
たしております。また、海外の当社グループ会社の取締役として海外事業にも携わり、当社グループ会社の事業全般に精通しております。このよう
な実績と経験から当社の中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断したため取締役として選任しております。

石原　愛

　創業時より当社の事業全般に携わり、2008年２月からは取締役業務部長として当社のカスタマーサービス及び顧客満足度の向上に努めており
ます。その知識と経験を生かし、経営の意思決定及び業務執行に対する監督機能を適切に果たしております。このような実績と経験から、当社の
中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断したため取締役として選任しております。

松井　隆司

　創業時より当社の事業全般に携わり、2007年10月に業務部長、2008年２月には取締役経営企画室長として、当社の企業価値の向上に努めてま
いりました。また2021年４月より取締役マーケティング部長に就任しております。専門性の高い知識と経験を生かし、当社の中長期的な企業価値
向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断したため取締役として選任しております。

美濃出　真吾

　2008年に当社に入社後、2014年より管理部長として経理財務部門を統括し、当社の企業体質改善および企業価値の向上に努めております。ま
た、2014年３月に子会社の取締役に就任、2021年６月には当社取締役管理部長に就任しております。専門性の高い知識と経験を生かし、当社の
中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断したため取締役として選任しております。

丸茂　英雄

　弁護士の資格を有しており、法律・コンプライアンスに関する専門的な見識と豊かな経験を有しております。その知識と経験を活かし当社の持続
的な企業価値の向上に資するための経営の監督に相応しい人物であると判断しております。東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断
基準等に照らし、当社社外取締役として独立した立場にあることから取締役として選任しております。

津田　和義

　公認会計士の資格を有しており、会計の専門知識及び会社の管理体制構築に関する業務に精通しております。その知識と経験を活かし当社の
持続的な企業価値の向上に資するための経営の監督に相応しい人物であると判断しております。東京証券取引所の独立役員の独立性に関する
判断基準等に照らし、当社社外取締役として独立した立場にあることから取締役として選任しております。

籔内　正樹

　弁護士の資格を有しており、法律・コンプライアンスに関する専門的な見識と豊かな経験を有しております。その知識と経験を活かし当社の持続
的な企業価値の向上に資するための経営の監督に相応しい人物であると判断しております。東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断
基準等に照らし、当社社外取締役として独立した立場にあることから取締役として選任しております。

【補充原則４－１①　経営陣への委任の範囲】

　当社は、法令及び定款に定められた事項ならびに経営の基本方針等重要な業務に関する事項等について、取締役会で決議することを「取締役
会規程」に定めております。

　また、経営各階層が決定すべき事項については、社内規程「職務権限規程」でその権限基準を定め、各職位の職務権限を明確にしています。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　当社は、金融商品取引所が定める独立性基準を基に、一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、かつ、高い見識と豊富な経験に基づいた客観
的な指摘や助言により、当社経営の監視、監督面で期待できる人物を独立社外取締役の候補者として選定しております。

【補充原則４－11①　取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件】

　当社は取締役会での議論の実質性を高めるために、取締役会の少人数体制を維持する一方、社外取締役を選任し、経営の透明性と客観性の
維持に努めております。

　現在、取締役（監査等委員であるものを除く）６名、監査等委員である取締役３名の員数は適正と考えておりますが、知識・経験・能力のバランス
を考慮するとともに、ジェンダーや国際性といった多様性の確保も検討しながら、今後も適切な構成となるよう努めてまいります。

【補充原則４－11②　取締役の兼職状況】

　他社役員との兼職は、その役割・責務を果たすことができる合理的な範囲にとどめており、その状況については、株主総会招集ご通知の参考書
類や事業報告、有価証券報告書等の開示書類において毎年開示しております。

【補充原則４－14②　取締役・監査等委員のトレーニング】

　業務執行取締役に対しては、就任前に役員に必須となる知識習得のための研修を必要に応じて実施するとともに、就任後においても継続的に
かかる知識の更新に資する研修の機会を提供するとともに、必要に応じて研修等を実施しております。

　監査等委員である社外取締役に対しては、就任時に当社の事業、財務、組織等につき説明をするとともに、監査等委員会と代表取締役との定
期的会合、監査等委員会と会計監査人との定期的な意見交換、監査等委員会に対する内部監査室からの報告等を通じて、会社の事業・財務・組
織に関する知識の更新に努めております。

　上記のほか、監査等委員である取締役に対しては、公益社団法人日本監査役協会が実施する研修・実務部会について、情報共有しております
。また、監査法人が実施する監査役等対象の催しについても適宜情報共有しております。

【原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針】

（ⅰ）対話の統括を行う経営陣・取締役の指定

　当社のIR活動は、代表取締役社長をトップとして、管理部が担当し、株主との対話は、代表取締役社長、担当取締役等と対応方法を検討し、適
切に対応するものとします。

（ⅱ）対話を補助する社内部門の連携のための方策

　対話を補助する社内の関連部門は、情報共有を確実に行うために会議を開催するなど、積極的に連携を取りながら、株主との対話の支援を行
っております。



（ⅲ）個別面談以外の対話の手段の充実

　株主に対しては、株主通信や当社ホームページによる情報開示等の実施により、当社の経営戦略や事業環境に関する理解を深めていただくよ
うな活動を実施しております。

（ⅳ）株主の意見の取締役会等へのフィードバックの方策

　重要な意見については、適宜フィードバックを実施し、情報の活用を図っております。

（ⅴ）対話に際してのインサイダー情報の管理に関する方策

　ディスクロージャーポリシーにおいて沈黙期間（決算期日（四半期決算を含む）の翌日から決算発表日まで）を設定し、情報管理責任者と協議・
連携しながら徹底した情報管理を行っております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

細合　俊一 574,000 9.01

友延　雅昭 567,000 8.90

渋谷　誠一 430,000 6.75

石原　愛 336,800 5.29

松井　隆司 316,800 4.97

野市　裕作 286,800 4.50

衣川　貴裕 256,800 4.03

松田　弥 216,800 3.40

村井　昌江 201,000 3.15

Maicos International Company Limited

（常任代理人　鈴木トヨエ）
123,100 1.93

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 JASDAQ

決算期 3 月

業種 証券、商品先物取引業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満



４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

津田　和義 公認会計士

籔内　正樹 弁護士

丸茂　英雄 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他



会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

津田　和義 ○ ○ ―――

大手監査法人において長期にわたる勤務経験
があり、会計及び内部統制全般に対する監督
機能の強化を目的に、社外取締役に選任して
おります。

また、当社との間に特別な利害関係はなく、一
般株主との利益相反が生じる恐れがないと判
断し、独立役員として指定しております。

籔内　正樹 ○ ○ ―――

弁護士であり、金融法務に関する専門的見地
から、業務執行に対する監督機能の強化を目
的に、社外取締役に選任しております。

また、当社との間に特別な利害関係はなく、一
般株主との利益相反が生じる恐れがないと判
断し、独立役員として指定しております。

丸茂　英雄 ○ ○ ―――

弁護士であり、金融法務に関する専門的見地
から、業務執行に対する監督機能の強化を目
的に、社外取締役に選任しております。

また、当社との間に特別な利害関係はなく、一
般株主との利益相反が生じる恐れがないと判
断し、独立役員として指定しております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役（名

）
社外取締役（名

）
委員長（議長）

監査等委員会 3 0 0 3 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

　当社は、監査等委員会の職務を補助する監査等委員会事務局を設置し、事務局所属の使用人を配置しております。その使用人が監査等委員
会の指示に従って監査業務の補助を行います。

　監査等委員会は、当該使用人に対して監査等委員の職務の補助を行うよう命令できるものとし、当該使用人は、その命令に関しては、監査等委
員以外の者から指揮命令を受けないものとしております。

　監査等委員会を補助する使用人の人事考課、異動、懲戒等については監査等委員会の同意を得るものとしております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査等委員会は、会計監査人から期中・期末の監査結果の報告を受け、監査の実施状況について意見交換を行い、適宜会計監査人との連携
を図っております。また、これらの機会を通じて、双方の年間監査計画による意見交換や内部統制の整備・運用体制についての意見交換も行って
おります。

　当社の内部監査部門である内部監査室は、適宜報告を行い監査等委員会との連携を図っております。また、監査等委員と内部監査部門とは、
月１回会合を持ち、法令遵守体制、内部統制、リスク管理体制、子会社の内部監査結果等に関する意見交換を行っております。

　更に、３ヶ月に１回、監査等委員会、会計監査人及び内部監査室が参加する三者ミーティングを実施し、情報共有に努めております。



【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

　取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬等については、株主総会にて承認された報酬総額の範囲内で、業績、個人の貢献度等を総合的
に勘案し、「役員報酬規程」に基づき取締役会にて決定しております。監査等委員の報酬等については、株主総会で決議された報酬総額の範囲
内で監査等委員会にて協議のうえ、決定しております。

　「役員報酬規程」については取締役会にて定めており、業績連動報酬に係る指標は、業績向上への意欲を高め、各事業年度の成果を適切に反
映するため、連結経常利益を選択しております。

　取締役各人の業績連動報酬の月額は、連結経常利益に役員報酬規程で定める算式をあてはめて算出した係数を上限とし、その範囲内の係数
に取締役各人の固定報酬月額を乗じた額の12分の１を基準として決定しております。

　なお、監査等委員の報酬については、監査の独立性を確保する観点から業績連動報酬は支給しておりません。

　また、取締役の企業価値向上に対する意欲や士気を一層高めるため、ストックオプション制度を導入しております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員

該当項目に関する補足説明

当社の業績向上及び企業価値増大への貢献意識の向上を目的として、社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員にストックオプシ
ョンとしての新株予約権を付与しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

2021年３月期の取締役報酬等の支払等は、下記のとおりとなっております。

　＜役員の報酬等＞

　　　・取締役（監査等委員を除く）（社外取締役を除く）６名　　

　　　　　総額　370,440千円　（基本報酬：220,680千円、業績連動報酬等：149,760千円）

　　　・取締役（監査等委員）（社外取締役）３名

　　　　　総額　15,600千円



報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社は、2021年２月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を下記のとおり定めております。

１．基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう業績に連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬
の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、
基本報酬、業績連動報酬により構成し、監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。

２．基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の基本報酬は、固定報酬及び個人目標報酬により構成し、監査等委員である取締役の基本報
酬は、固定報酬のみで構成する。

固定報酬は、役位、在任年数、職務を基準として年額を決定し、その12分の１を月額とする。

取締役社長を除く取締役の個人目標報酬は、自己評価及び取締役社長の評価により定められた評価に基づき、役員報酬規程で定める係数にあ
てはめて算出した係数を取締役各人の固定報酬に乗じた額の12分の１を月額とする。取締役社長の個人目標報酬は、役員報酬規程で定める算
式をあてはめて算出した係数を取締役社長の固定報酬に乗じた額の12分の１を月額とする。個人目標報酬がマイナスとなる場合には、当該マイ
ナス額を当該取締役各人の業績連動報酬を減額する。ただし、当該取締役各人の業績連動報酬額を超える減額はしないものとする。

基本報酬は暦月計算とし、月例報酬として支給する。

３．業績連動報酬（金銭報酬）の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含
む。）

業績連動報酬に係る指標は、業績向上への意欲を高め、各事業年度の成果を適切に反映するため、連結経常利益とする。

取締役各人の業績連動報酬は、連結経常利益に役員報酬規程で定める算式をあてはめて算出した係数を上限とし、その範囲内の係数に取締役
各人の固定報酬月額を乗じた額の12分の１を月額とする。

業績連動報酬は暦月計算とし、月例報酬として支給する。

４．基本報酬の額または業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

取締役の種類別の報酬割合については、業績に応じて変動する仕組みとしており、業績の向上により、業績連動報酬のウェイトが高まる構成とす
る。

５．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、役員報酬規程に基づき
取締役会にて決定する。なお、役員報酬規程については取締役会にて定める。

監査等委員である取締役の個人別の報酬額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で監査等委員会にて協議のうえ決定する。

【社外取締役のサポート体制】

　当社の社外取締役は全て監査等委員であり、監査等委員のサポートは監査等委員会事務局が行っております。また、監査等委員が出席する取
締役会等の資料は管理部より事前に配布し、社外取締役が検討するに十分な時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行うこととしてお
ります。



２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

＜業務執行、監査・監督の方法＞

（１）取締役会

　取締役会は、取締役９名（監査等委員である取締役３名を含む）で構成され、毎月１回、その他必要に応じて臨時に開催しております。取締役会
では「取締役会規程」で定められた決議事項に基づき、グループ全体の経営方針やその他経営全般に関する重要事項を決定するとともに、取締
役の業務執行を監督しております。また、取締役が子会社の取締役を兼任することで、必要に応じて当社取締役会において子会社における業務
運営につき適切な報告及び審議がなされる体制となっております。

（２）監査等委員会　

　監査等委員会は、監査等委員である取締役３名（うち社外取締役３名）で構成されております。

　監査等委員である取締役は、監査の独立性を確保しながら取締役会やその他社内会議に出席し、取締役の業務執行を監督するとともに、監査
等委員会を開催し、監査情報の共有を図り、リスク管理・コンプライアンスを監視できる体制をとっております。

　また、代表取締役社長と定期的に会合をもつ等、緊密な連携を保ち、意見及び情報交換を行い、会計監査人とは３ヶ月に１回その他必要に応じ
て意見交換を行い、監査内容の報告を受ける他、情報共有を図っております。更に内部監査室からの報告を通じて監査の有効性及び実効性の向
上を図っております。

（３）内部監査室

　当社及び子会社の内部監査部門として代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、監査計画及び「内部監査規程」に基づいて被監査部門の
内部管理体制の適切性・有効性を検証・評価しております。また、内部監査室は当社及び子会社の監査結果を代表取締役社長に報告し、被監査
部門の実態、問題点、課題についての検討を行い、当社の健全かつ適切な業務運営の遂行に努めております。

（４）経営会議

　経営会議は、代表取締役社長、取締役、各部門長及び各部門の次長職１名で構成され、毎月原則２回、その他必要に応じて臨時に開催してお
ります。各部門の報告事項をもとに情報の共有を図るとともに、会社の全般的方針ならびに重要な業務執行に関する事項の協議・検討を行ってお
ります。

（５）コンプライアンス委員会　

　コンプライアンス委員会は、代表取締役社長、取締役、各部門長及び内部管理部長の指名による役職員で構成され、誠実・公正な企業活動の
遂行に資することを目的として、社会規範、法令及び当社規程の遵守に係る諸問題について総合的な検討を行っております。

＜会計監査の状況＞

　当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会計監査を受けております。同監査法人及び監査に従事する同監査法人の業務執行
社員との間には特別な利害関係はありません。

　第18期連結会計年度において、業務執行した公認会計士の氏名及び業務に係る補助者の構成は次のとおりです。

　業務を執行した公認会計士の氏名

　　 指定有限責任社員　業務執行社員：岸野　勝

　　 指定有限責任社員　業務執行社員：安場　達哉

　業務に係る補助者の構成

　　 公認会計士　５名、その他　９名

＜社外取締役との責任限定契約の内容＞

　当社と社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契
約に基づく損害賠償責任の限度額は法令の定める最低責任限度額としております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、「会社法の一部を改正する法律」が2015年５月１日に施行されたことを受け、2016年６月に監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

　監査等委員会設置会社への移行により、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を一層強化することで、より透明性の高
い経営の実現と経営の機動性の向上の両立を目指してまいります。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

その他
招集通知、事業報告、参考書類等について、それぞれ当社ホームページに掲載しており
ます。



２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
ディスクロージャーポリシーを作成し、当社ホームページにて公表しております
。

IR資料のホームページ掲載
決算短信等の財務資料及び適時開示資料を当社ホームページに掲載してお
ります。

IRに関する部署（担当者）の設置 管理部をIR担当部署としております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

「コンプライアンス管理規程」にてステークホルダーの立場の尊重について規定し、社内へ
の浸透を図っております。具体的には、正確かつ適切な情報開示を実施すること、透明性
の高い経営を行うこと等を規定しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
社会貢献活動の一環として、特定非営利活動法人ワールド・ビジョン・ジャパンの学校建設
プロジェクトに対する資金援助等を行っております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

ステークホルダーの皆さまに適時適切な会社情報の提供を行うため、「ディスクロージャー
ポリシー」を定め、当社ホームページで公表しております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

（１）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

イ．コンプライアンスの概念を当社グループの全役職員が共有し、コンプライアンス体制を確立することを経営の最重要課題の一つとして掲げてお
ります。そのため、コンプライアンス遵守の基本規程である「コンプライアンス管理規程」を制定するとともに、当社の遵守事項を「コンプライアンス
マニュアル」に定め全役職員に配布し周知徹底させております。

ロ．取締役会は、法令、定款、株主総会決議、「取締役会規程」及びその他の社内規程に従い経営の重要事項を決定するとともに取締役の職務
の執行を監督しております。取締役会に付議すべき事項については、「職務権限規程」で具体的に定めております。

ハ．監査等委員である取締役（以下、「監査等委員」という）は、法令及び監査等委員会が定めた監査方針に基づき、取締役会及び重要会議への
出席、業務執行状況の調査を通じて、取締役の職務執行を監査しております。

ニ．コンプライアンス体制の充実、徹底を図るため、取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する重要事
項の審議を行っております。また、コンプライアンスに関する事項の相談窓口として、社内相談窓口及び社外相談窓口を設置しております。なお、
社外相談窓口については社外弁護士を選任し、内部通報者保護に配慮することでその実効性を高めております。

ホ．取締役社長直轄の内部監査室は、各部門における職務の執行状況を監査し、随時取締役社長に報告しております。

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役会議事録をはじめ重要な諸会議の議事録やその他の重要文書(電磁的記録を含む)は社内規程(「文書管理規程」等)に従い適切に保存
及び管理いたします。

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ．当社は、事業の推進及び企業価値の維持・向上を妨げる可能性のあるリスクを「危機管理規程」に定めており、これに基づくリスク管理体制を
整備、構築することで企業リスクの事前回避に努めます。

ロ．リスクが顕在化し危機が発生した場合は、取締役社長が対策本部を設置し、迅速かつ適正な対応を行い、損失・被害を最小限にとどめるとと
もに、再発防止策を講じます。

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ．取締役会を毎月１回、その他必要に応じて臨時に開催し、経営の基本方針・戦略の策定、重要業務に関する決議及び取締役の職務執行を監
督しております。

ロ．取締役の職務執行を円滑かつ効率的に行うため、原則として経営会議を毎月２回開催し、会社の基本方針ならびに重要な業務執行に関する
事項の協議・検討を行っております。

ハ．経営計画・経営方針を策定し、基本戦略、経営目標の浸透を図るとともに、各取締役が職務分掌ごとに業務遂行に努めております。

（５）当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

イ．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制

当社は、管理部を子会社管理の担当部門とし、「子会社管理規程」に基づき、子会社の事業が適切に行われているか定期的に報告を求め、子会



社の経営内容を把握しております。また、当社取締役が子会社取締役を兼務し、重要会議等へ出席することで、子会社の取締役等の業務執行に
係る報告を受けております。

ロ．子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

内部監査室は、企業グループとして統一された基準で内部監査を実施し、子会社における経営情報及びリスク情報を把握しております。また、子
会社管理担当部門は、子会社に損失の危険が発生することを把握した場合は、速やかにその内容及び当社グループに与える影響等を取締役会
・経営会議等に報告することとしております。

ハ．子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社管理部は、子会社に対して貸借対照表・損益計算書等の計算書類、予算実績対比表等の提出及び報告を定期的に求め、子会社の経営内
容を的確に把握することとしております。また、当社管理部門の担当取締役は、子会社の決算について、定期的に取締役会にて報告を行っており
ます。

ニ．子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社内部監査室は、当社及び当社の子会社の内部監査を実施し、業務の適正性を監査しております。また、内部監査の結果は、当社取締役会
及び子会社に報告しております。

（６）監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

　当社は、監査等委員会の職務を補助する監査等委員会事務局を設置し、事務局所属の使用人を配置しております。その使用人が監査等委員
会の指示に従って監査業務の補助を行います。

（７）前号の取締役及び使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実
効性の確保に関する事項

イ．監査等委員会は、当該使用人に対して監査等委員の職務の補助を行うよう命令できるものとし、当該使用人は、その命令に関しては、監査等
委員以外の者から指揮命令を受けないものとしております。

ロ．監査等委員会を補助する使用人の人事考課、異動、懲戒等については監査等委員会の同意を得るものとしております。

（８）監査等委員会への報告に関する体制及び報告者が不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

イ．取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制

取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合及びあらかじめ監査等委
員会と協議して定めた事項について監査等委員会に報告することとしております。

また、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、監査等委員から報告を求められた業務に関する事項その他に関する報告を行っ
ております。

ロ．当社の子会社の取締役、監査役、その他これらの者に相当する者及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告
をするための体制

当社子会社の取締役等及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合及びあらかじめ監査等委員と協議して定め
た事項について監査等委員に報告することとしております。

また、当社子会社の取締役等及び使用人は、監査等委員から報告を求められた業務に関する事項その他に関する報告を行っております。

ハ．当社は、上記イ、ロの報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行わないこととしております。

（９）監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該
職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

　監査等委員が、その職務の執行について生ずる費用の前払等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた
場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するものといたします。

（10）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ．監査等委員は、重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するために、取締役会及びその他重要な会議に出席しております。

ロ．監査等委員は、取締役社長と定期的に会合をもち、経営方針、対処すべき課題等について意見を述べるとともに、監査の環境整備の状況、監
査上の重要課題等について意見交換を行っております。

ハ．監査等委員は、会計監査人、内部監査室と監査上の重要課題等について意見・情報交換をし、互いに連携して内部統制システムの整備を推
進しております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

（１）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

　当社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人である反社会的勢力による被害を防止するため、次の基本
方針を宣言します。

イ．当社は、反社会的勢力による被害を防止するために、組織全体として対応します。

ロ．当社は、反社会的勢力による不当要求に対応する役職員の安全を確保します。

ハ．当社は、反社会的勢力の排除に関し、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門家と緊密な連携関係を構築して
まいります。

ニ．当社は、取引関係を含めて、反社会的勢力との一切の関係を持ちません。

ホ．当社は、反社会的勢力による不当要求を拒絶します。

ヘ．当社は、反社会的勢力による不当要求に対して、民事と刑事の両面から法的対応を行います。

ト．当社は、反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や役職員の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠ぺいするための裏
取引を行いません。

チ．当社は、反社会的勢力への資金提供を行いません。

リ．当社は、すでに当社と取引をしている方が反社会的勢力であることが判明した場合、取引の解消に向けた適切な措置を速やかに講じます。

（２）反社会的勢力排除に向けた整備状況

イ．社内規則の整備

　当社は、上記基本方針に基づき、「反社会的勢力との関係遮断に関する規程」を整備しております。

ロ．対応統括部署及び不当要求防止責任者について

　当社は、内部管理部を反社会的勢力対応の統括部署として定めております。また、不当要求防止責任者を選任・配置し、反社会的勢力からの
不当要求に対応します。



ハ．外部の専門機関との連携状況

　当社は、外部専門機関と契約を結び、反社会的勢力との関係遮断に関する研修へ参加する他、緊急時における警察への通報、弁護士への相
談を必要に応じて実施できる体制を整えております。

ニ．反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況

　内部管理部において反社会的勢力に関する情報を集約し、一元的に管理する態勢としております。

ホ．対応マニュアルの整備状況

　当社は、反社会的勢力との関係遮断に関するマニュアルを整備し、具体的な取組内容を記載しております。

ヘ．研修活動の実施状況

　当社では、反社会的勢力対応をコンプライアンス上の重要項目と位置付け、コンプライアンスマニュアルの遵守事項に反社会的勢力との関係遮
断について明記し、朝礼等で読み合わせを行い、役職員の周知徹底を図っております。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――




